
一‾ＦＩ］‘告示第１８０倚

令和 ７年 １１ 大ｊ　１１　日

１　 概要

（１）件　　竡

（２）実施場所

（３）駆翳対象

（４）Ｆり　　容

（５）期　　翫

２　 入札予定日

条件付一般競争入札価告

一珊ぢ長　小作尚美　を一ツコ

令和 ７年度森林病害虫等駆除事業（秋Ｗ除国庫奨励分）委剳Ｅ

一‾鈩黙一や宇北舘　麑内　外

松く い虫

伐倒 ２種駆除 （伐倒・ くん蒸か１１）

契めの日 から令和 ８年 ２Ｊ１６ 日まで

令加 ７年 １１　Ｊ１　２１　日（金） 午前 １０ 時００分

会　 場　岩手県二戸售一‾戸Ｍ高善寺宇大Ｊ ＩＩ 鉢２４番地９

一‾ＦＭ役場庁舎 ２階　特緊会議席

３　 入札参加資格

（１）岩手県甄１ に圭たる 営業所を有する者で、 岩手県がを録本務を行っている貼手県松 くい回腸

防除技術専門員名 簿にを録誤釡）る 者が在籍 している こと。

（２）令手口 ２年 ４１ １日 から ぬ告 日ま での 戛におい て、 岩手県内 の市驚村が発なする鶚匹容の

受注実績を有 し、 受注内容を誠実に履行 した実績かお るこ と。

（３）次に掲げる 要イ牛を満た している こと。

①　 地方 自治七施行令 （［唱和 ２２ 年政令第 １６ 脣］ 第１６７ 条の ４第 １項の規定に該肖 しない者

であ るこ と。

②　会社‾Ｒ生法 （平成１４年法律第１５４ 号） に先づき・圭手続鴦始の申立てがなされている

者又は民事再生法 （平成１１年法律第２２５ 号） に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でない こと。

③　黙税の滞納がないこと。

４　 照会先　郵便番昜０２８－５３ １１　岩手県二‾Ｆ郡一‾四χ高善寺宇大鴇鉢 ２４ 番巡９

一戸別農林氛　常詰番号 ０１９５－３３－４８５４

Ｌム」

口



５　入札説明書の配付期間及び配付場所　令和７年 11 月 11 日（火）から令和７年 11 月 20 日

（木）までの一戸町の休日に関する条例（平成２年一戸町条例第８号）に規定する一戸町の休

日（以下「休日」という。）を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で、４の場所で交付。 

６　申請書類　一戸町農林課が配付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）を提

出するものとする。 

７　申請期限及び申請書類の提出場所　令和７年 11 月 11 日（火）から令和７年 11 月 14 日

（金）までの休日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、４の場所

に持参のうえ、１部を提出すること。郵送による提出の場合は、必要添付書類を含め、令和７

年 11 月 14 日（金）午後５時までに４の場所に到達すること。 

８　設計図書の閲覧及び貸出　令和７年 11 月 11 日（火）から令和７年 11 月 20 日（木）までの

休日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで、４の場所で閲覧及び貸

し出しをする。貸し出しは、当日限りとする。 

９　入札の無効　この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務

を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

10　その他 

⑴　手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑵　入札保証金は、令和７年 11 月 20 日（木）までに入札保証金提出書（兼返還請求書）（様

式３）を提出し、23 万円を納付すること。郵送による提出の場合は、必要添付書類を含

め、令和７年 11 月 20 日（木）午後５時までに４の場所に到達したものを有効とする。ただ

し、一戸町財務規則（昭和 50 年一戸町規則第 17 号。以下「一戸町財務規則」という。）第

116 条第１項に掲げる担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、

一戸町財務規則第 117 条第１号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。 

⑶　契約保証金は、一戸町財務規則第 130 条第２項に定める額を納付すること。ただし、一戸

町財務規則第 132 条第１項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えること

ができる。また、一戸町財務規則第 131 条第１号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除

する。 

⑷　入札保証金を契約保証金に充当するときは、入札日から起算して７日以内に入札保証金の

契約保証金への充当提出書（様式４）を提出すること。 

⑸　本入札は、予定価格を事後公表とすること。 

⑹　入札時に積算の内訳（数量、単価及び金額）を明らかにした内訳書（様式任意）を提出す

ること。内訳書と第１回目の入札書の金額は一致させることとし、一致しない場合は失格と

なること。なお、入札と同時に内訳書を提出できない場合は、当該入札に参加できないこ

と。 

　⑺　６の書類の提出者には、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式２)を令和７年

11 月 19 日（水）までに送付する。 



　⑻　３の入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経

営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあ

る。 

　⑼　入札参加資格がないと認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書

により通知のあった日から令和７年 11 月 20 日（木）までの間、書面（様式任意）によりそ

の理由の説明を求めることができる。 

　⑽　その他詳細については、一戸町農林課が配付する条件付一般競争入札説明書及び条件付一

般競争入札心得のとおりとする。



別紙 

 

主たる営業所又はその他の営業所について 

 

 

一戸町の競争入札参加資格における主たる営業所又はその他の営業所とは、次の要件を満

たしていることが前提となります。 

 

記 

Ⅰ　主たる営業所 

　　主たる営業所とは、林業及び木材産業等を営む営業所を統轄し、指揮監督及び請負契約

締結の権限を有する１ヵ所の営業所をいいます。 

　　通常は本社、本店等ですが、名目上の本社、本店等であってもその実態を有しないもの

は該当しません。 

 
Ⅱ　その他の営業所 

　　その他の営業所とは、主たる営業所以外で概ね次の要件を備えている営業所をいいます。 

⑴　事務所としての形態を整えていること。 

・営業所の所在を明らかにした看板又は表札が設置され、付近から当該営業所の存在が

容易に確認できること。 

・営業事務を執り行える机、電話、ファクシミリ等の事務用什器等が備え付けられてい

ること。 

・電話料金等、営業所経費の支払いが会社から支出されていること。 

⑵　営業活動を行い得る人的配置がなされていて、かつ、責任者が存在し常駐しているこ

と。 

・法人町民税申告書等において、営業所の人員配置が確認できること。 

・人的な配置がされていない場合、又は配置職員が主たる営業所（本社・本店等）と兼務

で不在になっている状況が頻繁となっている場合は、営業所としては認められません。

（例えば、電話が常時不在転送になっている、単なる取次や連絡員のみを配置してい

るような場合は、営業所として認められません。） 

 
Ⅲ　その他 

⑴　必要に応じて関係書類の提示を求める場合、又は営業所の所在、実態について、調査

を行う場合があります。 

⑵　Ⅱの⑴及び⑵については、主たる営業所にも当てはまる事項です。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一戸町　農林課 


